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高エネルギー加速器研究機構 未払い賃金請求裁判 
第２回証人尋問が行われる 

 
高エネルギー加速器研究機構未払い賃金請求裁判が、2015 年３月２日 15 時より、水戸

地方裁判所土浦支部において証人尋問が行われました。高エネルギー加速器研究機構職員
組合からの報告を以下に、記載いたします。 
 

 高エネルギー研裁判で第２回証人尋問が行われました 
 

2015年３月２日15時より、水戸地方裁判所土浦支部において証人尋問が行われました。これは、前々

回の裁判（2014年10月27日）で行われた野村昌治理事ほかの証人尋問で、裁判の一つの焦点である2012

年３月27日付の「覚書」の締結の経緯について野村理事が正しく事実を把握しているかが疑問になっ

たことから、原告側の求めによって今回新たに当時の理事であった神谷幸秀氏に対する尋問を行うこ

とが認められたものです。今回の証人は一名だけで、主尋問、反対尋問がそれぞれ20分程度行われま

した。原告側は原告・傍聴者を含めて25人、被告側からは証人を含めて６人が傍聴席に座る中、裁判

が開始されました。 

 

神谷氏への被告側弁護士による主尋問では、主に2012年３月の「覚書」（労働協約）の締結において、

その第４項（臨時特例による給与減額を避けるための最大限の努力義務と運営費交付金の減額がない

場合は給与減額をしないことについて合意するもの）を締結したときの意図について尋ねられました。

これに対して、神谷氏は、人事院勧告に準拠する0.23%の減額についての交渉をスムーズに進めるため

「誠意を示す」意図でこの項目を含めた、この項は「当たり前」のことを述べたに過ぎず、具体的な

制約を伴うものとは思っていない、と答えました。また、運営費交付金の減額については、当時は何

もはっきりしていなかったと述べました。また、理事職を退いた2012年３月末日よりあとは機構の経

営について一切把握していないとしました。 

 

 原告側弁護士による反対尋問でも、同様の質問がなされ同様の返答が繰り返されましたが、神谷氏

は、「覚書」は文面通りの意味であり、「運営費交付金の減額がない場合」に給与減額ができないと

いう制約が生じることは認めました。そこで、「運営費交付金の減額がない場合」とはどういう場合

を指すかということが追求されました。また、前回の証人尋問で野村氏が述べた「（給与支払いの）

『留め置き』について組合が同意していた」ということに対しては、「覚書」締結にあたって『留め

置き』について触れたことはなく、その点で野村氏の主張とは「違う」ということを証言しました。

ここにおいて、野村氏の証言との決定的な相違が明らかになりました。また、締結当時の神谷氏の認
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識は、被告側がこれまで主張してきた覚書解釈とは完全に異なることになります。最後に短い裁判官

からの尋問があり、その後、裁判長によって証人尋問終了が宣言されました。 

 

 神谷氏の証言は、全体として当時の状況を正しく把握しており、また、被告側弁護士からの誘導気

味の尋問にも関わらずおおむね正直に心情を語ったものと評価できます。しかし、「覚書」について

「誠意を示した」（今回の証言）、「組合にとって最大の成果（が得られた）」（当時の発言）とし

つつも、それが具体的な制約を課さないと述べるという、矛盾ではないかと思われる疑問も残しまし

た。 

 

裁判後に、裁判所近くの亀城プラザで報告会を開きました。長橋組合書記長の挨拶に始まり、鮎川弁

護士からこの日の裁判の説明がありました。説明の後には、活発な質疑応答が行われました。全大教

の森戸副委員長からは、最近の判決の厳しい状況の報告とともに、その不当性を分析し、今後、京大、

高エネ研と続く裁判で反転攻勢に出る協力体制が述べられました。他の団体から支援においで下さっ

た方々からも裁判の感想やそれぞれの情勢をうかがいました。今回は「いかにも裁判らしい聞き応え

のある裁判だった」という感想が目立ったように思います。報告会は、16時50分頃に船越原告団長の

言葉でしめくくられました。 

 

今回の尋問によって、被告は、「覚書」の「『留め置き』解釈」が取れなくなり、2012年６月の就業

規則変更の労働協約違反がよりいっそう明瞭になって、窮地に追い込まれたと思います。これを全面

勝訴につなげるため、今後とも努力を続ける所存です。 

 

次回が最終口頭弁論となります。５月11日16時から、同じ水戸地方裁判所土浦支部で開かれます。引

き続き、皆様のご支援を、よろしくお願い申し上げます。 

               以上 
<<**>>**<<**>>**<<**>>**<<**>>**<<**>>**<<**>>**<<**>>**<<**>>**<<**>>* 
 
『総合運動公園について住民投票を求める直接請求署名』で 

11,700 筆の署名が集まりました。 
3 月 16 日につくば市総合運動公園を考える市民の会から選挙管理委員会に提出されました。今後は

署名の有効筆数が確定後、７日間の縦覧期間を経て法定数を超えていたら、市長に提出、市長が２０

日以内に意見を添えて議会に上程する予定です。 

 学研労協もこの運動に住民本位の住みやすい研究学園都市を目指す立場から協力しています。 

組合員の皆さんには、今一度つくば市の在り方、税金の使い方を考える機会になればと思います。 

署名に多くの皆様のご協力をいただきありがとうございました。 


